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1. 研究の背景・目的 

地域におけるインフラの被害把握・拡大防止・復旧とい

った業務は，管理者たる地域行政が常に単独で対応でき

るものではなく，資機材や人員，専門的知識を持つ地域建

設業者の協力が欠かせない．そこで行政は地元の建設業

協会等と積極的に災害協定を締結している．協定には業

務の内容や実施に関する事項が定められており，それら

について事前に合意を形成することで，災害時における

迅速な官民連携を可能にしている．地域建設業者も自ら

が被災する中で，地域社会のために責任感を持って災害

対応に協力している． 

一方で，こうした業者の活動に対して行政が適切な対

価や補償を出せていない場合も指摘されている１）．地域建

設業の協力を失えば災害対応に大きな支障が出ることが

予想されるが，課題を抱えている実態を分析する研究は

進んでいない．本研究では，地域建設業と行政および地域

社会の関係に着目し，建設業者の協力が得られている現

状について分析する． 

 

2. 分析の対象・手法 

建設業における災害協定に基づく行政の協力要請は，

建設業者が応じなかった場合にペナルティはなく，いわ

ば協力の努力義務にとどまるものである．にもかかわら

ず，直接の対価が見合わないといった不利な条件下でも，

建設業者は精力的に災害対応に協力するような状況にあ

る．この背後には何かしらの選択圧力が存在していると

判断できる．この圧力はよく「使命感」「社会貢献意識」

といった言葉で説明されるが，つまりは要請元である行

政だけではなく，最終的に恩恵を受ける地域社会もこの

選択圧力に関係することを意味している．地域建設業者

は自らの了解の中で、行政または地域社会からの権力と

呼ぶべき選択圧力を体験していることが示唆される． 

この権力の構造を明らかにするため，「権力の予期理論」

２）を用いる．本理論では，権力現象を被権力者の了解に

基づいて定義する．この一貫した立場から，相互行為にお

ける権力にとどまらず，組織内権力や社会的権力などの

あらゆる権力について説明している． 

典型的な構造をとる権力の例として，子どもが勉強す

るかについての，子どもと親の権力関係を確認する． 

図‐１ 報酬権力 

 

上図では，前提として子どもは何もなければ勉強した

くないが，勉強すれば親におもちゃを買ってもらえる，つ

まり u1 > u2かつ u3 < u4が予期できる場合は勉強を選択す

る．このように，後続する相手の選択を予期することで，

自らの利得に基づいた選択を変化させた場合に，権力を

体験したと評価する． 

権力は報酬権力と威嚇権力に分けられる．勉強したと

きの報酬を予期しているのが前者であり，勉強しなかっ

た場合にゲームを禁止されるといったペナルティを予期

して勉強する場合が後者に当たる． 

図‐２ 威嚇権力 
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予期理論では，権力者に権力を行使する意志がない場

合でも被権力者に対する権力を肯定しうる．図‐１の例

で言えば，一度勉強しておもちゃを買ってもらった子ど

もが，次もおもちゃを買ってもらえる，つまり親の選好が

u1 > u2であると勝手に予期して勉強したとする．しかし実

際は親にその気はなく u1 < u2であった場合，子どもの予

期は期待外れに終わる．この場合でも，子どもが親の選択

を予期し，それに基づいて自らの選択を変えた点から，子

どもは権力を体験したと評価できる． 

以上のような予期理論に立脚することで，建設業者が

災害対応に協力している実態を、彼らの了解における権

力現象として構造的に示すことができると考える． 

 

3. 分析結果 

活動に対する直接の支払いが見合わないような中でも

建設業者が協力を選択するということは，短期において

次のような構造が成立しているといえる． 

図‐３ 現状の構造 

 

このような構造が成立するパターンとしては以下の５

つが指摘できる． 

（１） 短期における期待外れの報酬権力 

建設業者は短期において行政から十分な支払いを受け

られることを予期して協力している．しかしその予期は

外れており，実際には見合う報酬を得られていない． 

（２） 長期における期待通りの報酬権力 

短期的報酬が見合わないことを予期しているが，その

分長期において報酬が得られることを予期して協力して

いる．そして実際，予期通りに報酬が得られている．長期

的報酬としては，災害対応に協力することで今後の公共

工事の受注が増えるといった行政からの報酬と，地域で

のイメージが向上し入職者が増えるといった地域社会か

らの報酬が想定される． 

（３） 長期における期待外れの報酬権力 

（２）と同じく，建設業者は長期的に見て報酬が見合う

と予期して協力している．しかし，長期的報酬は不確実性

が高い．その予期が期待外れに終わり，長期的に見ても十

分な報酬が得られていない場合も考えられる． 

（４） 長期における地域社会による威嚇権力 

短期的報酬も長期的報酬も見合わないことを予期して

いる．しかし地域建設業は地域社会との結び付きが強い．

協力しなかった場合に，地域社会からの信頼を失い，それ

が長期的に見て建設業者に大きな不利益をもたらすと予

期して協力を選択している． 

（５） 長期における行政による威嚇権力 

（４）と同じく，長期的に見ても協力することによる報

酬は見合わないが，協力しなかった場合に行政との関係

が悪化し，平時の受注関係にも悪影響を及ぼすことを恐

れて協力している． 

 

4. 考察 

現場の実態が（１）または（３）の期待外れ権力である

場合は，構造的に持続可能ではない．建設業者は自らの予

期が期待外れに終わったことについて，今後は改善され

ることを期待し，しばらくは我慢や抗議といった処理に

とどまるかもしれない．しかし，改善の見込みがないこと

がわかれば，協力しないことを選択するようになる． 

（４）や（５）も長期的に持続可能な構造ではない．建

設業者が損失を被ることを前提に成り立っているだけで

あり，災害対応を継続すれば負債が増大して立ち行かな

くなる．ただでさえ地域建設業は深刻な人手不足で将来

が不安視されているのであり，地域建設業に過度な負担

を課す構造は持続可能性がない． 

（２）の場合は構造的には持続可能であろう．もっとも，

その長期的報酬が行政から与えられる場合は，報酬の透

明性・公正性が確保されているか注意する必要がある． 
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